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令
和
7
年
度
第
5
回
日
高
東
部

  

消
防
組
合
議
会

（
定
例
会
）

　

令
和
7
年
12
月
26
日
、
定
例
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。諸
般
報
告(

行

政
報
告
等)

の
後
、
以
下
議
案
を

原
案
の
通
り
可
決
し
ま
し
た
。

★
日
高
東
部
消
防
組
合
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
き
専

決
処
分
を
な
し
た
る
報
告
の
件

★
日
高
東
部
消
防
組
合
火
災
予
防

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
の
件

★
令
和
6
年
度
日
高
東
部
消
防
組

合
歳
入
歳
出
算
定
の
件

★
令
和
7
年
度
日
高
東
部
消
防
組

合
補
正
予
算(

第
3
号)

の
件

●
一
般
質
問
は
1
名
、
砂
子
澤
富

美
子
議
員
よ
り
「
火
災
対
策
に

つ
い
て
」
一
般
質
問
さ
れ
ま
し

た
。
内
容
は
年
間
の
火
災
に
つ
い

て
件
数
・
原
因
・
対
策
等
で
、
答

弁
と
し
て
、
様
々
な
対
策
の
効
果

で
昨
年
度
よ
り
改
善
さ
れ
て
お

り
、
今
後
も
火
災
予
防
に
尽
力　
　
　
　

し
て
い
く
と
の
答
弁
。

　
「
塩
」
は
、
料
理
に
と
っ
て
無

く
て
は
な
ら
な
い
調
味
料
で
す

が
、
人
間
の
生
命
維
持
に
と
っ
て

も
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
の

こ
と
。

　

今
か
ら
約
二
百
年
前
、
北
海
道

が
蝦
夷
地
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
江

戸
時
代
末
期
「
塩
」
は
本
州
か
ら

の
輸
入
品

3

3

3

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
当
時
、
蝦
夷
地
の
二
カ

所
で
「
塩
」
が
造
ら
れ
て
い
た
。

一
カ
所
は
ネ
ム
ロ
だ
が
、
場
所
は

今
で
も
解
ら
な
い
。
も
う
一
カ
所

が
、
サ
マ
ニ
で
あ
る
。

　

当
時
の
絵
図
も
発
見
さ
れ
て
お

り
、
場
所
も
特
定
さ
れ
て
い
る
。

「
塩
釜
」
で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
名

で
あ
り
、
バ
ス
停
名
で
あ
り
、
さ

ら
に
地
域
名
で
も
あ
る
。

　

い
つ
ま
で
も
残
し
て
い
き
た

い
、
町
の
歴
史
で
あ
り
、
町
の
先

達
者
に
感
謝
し
た
い
。　
（
水
野
）

　

議
会
は
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
で

き
、
今
後
の
町
の
方
向
性
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
良
い
機
会
で
す
。

　

定
例
会
や
臨
時
会
の
傍
聴
は
事

前
の
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　　

町
民
の
皆
さ
ん
、
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。　
　
　
　

3
月
5
日
（
木
）
～
24
日
（
火
）

　　

時
間　

午
前
９
時
30
分
か
ら

　

場
所　

役
場
３
階
議
場

　 　 　 　 し 尿 収 集 手 数 料 値 上 げ 決 定 ！

値 上 げ し ま す

              
日高東部衛生組合、第一回目の議員協議会が 12 月 1 日浦河町で開かれた。検討案件は、

「し尿収集手数料改定(案)について」でありました。さらに、12 月 26日 平成 7年第 2回

日高東部衛生組合議会(定例会)が開催され、「し尿処理条例の一部を改正する条例制定の件」

が議題となり、原案のとおり可決決定いたしました。 

改正内容は次の通りです 

 

【改正内容】                    （単位：円/10ℓ当たり） 

区  分 改定手数料 現行手数料 引上げ額 改定率 

浦河・様似 67.10 61.00 6.10 10.0％ 

えりも 77.00 66.00 11.00 16.7％ 

 

(経過措置) 

                        （単位：10ℓ当たり） 

収集地区 令和８年度 令和９年度 令和１０年度から 

浦河・様似 ６３円 ６５円 ６７.１円 

えりも ６９円 ７３円 ７７円 

 

日高東部衛生組合議会 
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